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(57)【要約】
【課題】パッシブ方式による３次元画像表示に適用する
パターン位相差フィルムに関して、容易かつ大量に作成
することができるようにする。
【解決手段】転写用の金型１３に形成された凹凸形状を
透明のシート材に転写して配向膜を形成し、パターン位
相差フィルムを製造する。この前提において、母材の表
面に、シート状のマスクを配置してラビング処理し、さ
らに母材に対してこのマスクをシフトさせてラビング処
理を繰り返す。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写用金型に形成された凹凸形状を透明のシート材に転写して配向膜を形成するパター
ン位相差フィルムの作成方法において、
　前記パターン位相差フィルムは、
　前記配向膜のパターニングにより、右目用の透過光に、対応する位相差を与える右目用
の領域と、左目用の透過光に、対応する位相差を与える左目用の領域とが、それぞれ帯状
に順次交互に形成され、
　前記転写用金型は、
　母材の表面に前記凹凸形状が形成されて作成され、
　前記パターン位相差フィルムの作成方法は、
　前記右目用又は左目用の領域の幅によるスリットが、前記スリットの幅方向に繰り返し
作成されているシート状のマスクを、前記母材の表面に配置してラビング処理し、前記右
目用又は左目用の領域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する第１のラビング処理工程
と、
　前記スリットの幅だけ、前記マスクを前記スリットの幅方向にシフトさせるシフト工程
と、
　前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理工程におけるラビング処理
とは直交する方向に、前記母材をラビング処理し、前記左目用の領域又は前記右目用の領
域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する第２のラビング処理工程とを備える
　ことを特徴とするパターン位相差フィルムの作成方法。
【請求項２】
　前記マスクは、
　前記スリットの長手方向に、前記スリットがり返し作成され、
　前記第１のラビング処理工程は、
　前記母材に前記マスクを配置してラビング処理した後、前記スリットの長手方向に前記
マスクをシフトさせてラビング処理し、
　前記第２のラビング処理工程は、
　前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理工程におけるラビング処理
とは直交する方向に、前記母材をラビング処理した後、前記スリットの長手方向に前記マ
スクをシフトさせてラビング処理する
　ことを特徴とする請求項１に記載のパターン位相差フィルムの作成方法。
【請求項３】
　表面に形成された凹凸形状の透明シート材への転写によりパターン位相差フィルムの配
向膜を作成するパターン位相差フィルム作成用金型の作成方法であって、
　前記パターン位相差フィルムは、
　前記配向膜のパターニングにより、右目用の透過光に、対応する位相差を与える右目用
の領域と、左目用の透過光に、対応する位相差を与える左目用の領域とが、それぞれ帯状
に順次交互に形成され、
　前記パターン位相差フィルム作成用金型は、
　母材の表面に前記凹凸形状が形成されて作成され、
　前記パターン位相差フィルム作成用金型の作成方法は、
　前記右目用又は左目用の領域の幅によるスリットが、前記スリットの幅方向に繰り返し
作成されているシート状のマスクを、前記母材の表面に貼り付けてラビング処理し、前記
右目用又は左目用の領域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する第１のラビング処理工
程と、
　前記スリットの幅だけ、前記マスクを前記スリットの幅方向にシフトさせるシフト工程
と、
　前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理工程におけるラビング処理
とは直交する方向に、前記母材をラビング処理し、前記左目用の領域又は前記右目用の領
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域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する第２のラビング処理工程とを備える
　ことを特徴とするパターン位相差フィルム作成用金型の作成方法。
【請求項４】
　前記マスクは、
　前記スリットの長手方向に、繰り返し作成され、
　前記第１のラビング処理工程は、
　前記母材に前記マスクを貼り付けてラビング処理した後、前記スリットの長手方向に前
記マスクをシフトさせてラビング処理し、
　前記第２のラビング処理工程は、
　前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理工程におけるラビング処理
とは直交する方向に、前記母材をラビング処理した後、前記スリットの長手方向に前記マ
スクをシフトさせてラビング処理する
　ことを特徴とする請求項３に記載のパターン位相差フィルム作成用金型の作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッシブ方式による３次元画像表示に適用するパターン位相差フィルムの製
造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フラットパネルディスプレイは、従来、２次元表示のものが主流であった。しかしなが
ら、近年、３次元表示可能なフラットパネルディスプレイが注目を集めており、一部市販
もされている。そして今後のフラットパネルディスプレイは３次元表示可能であることが
当然に求められる傾向にあり、３次元表示可能なフラットパネルディスプレイの検討が幅
広い分野において進められている。
【０００３】
　フラットパネルディスプレイにおいて３次元表示をするには、通常、何らかの方式で右
目用の映像と、左目用の映像とを、それぞれ選択的に視聴者の右目及び左目に提供するこ
とが必要である。右目用の映像と左目用の映像とを選択的に提供する方法としては、例え
ば、パッシブ方式が知られている。このパッシブ方式の３次元表示方式について図を参照
しながら説明する。図８は、液晶表示パネルを使用したパッシブ方式の３次元表示の一例
を示す概略図である。この図８の例では、垂直方向に連続する液晶表示パネルの画素を、
順次交互に、右目用及び左目用に割り当て、それぞれ右目用及び左目用の画像データで駆
動し、これにより右目用の映像と左目用の映像とを同時に表示する。また液晶表示パネル
のパネル面にパターン位相差フィルムを配置し、右目用及び左目用の画素からの直線偏光
による出射光を、右目用及び左目用で方向の異なる円偏光に変換する。これによりパッシ
ブ方式では、対応する偏光フィルタを備えてなるめがねを装着して、右目用の映像と左目
用の映像とをそれぞれ選択的に視聴者の右目及び左目に提供する。
【０００４】
　このパッシブ方式は、応答速度の低い液晶表示装置でも適用することができ、さらにパ
ターン位相差フィルムと円偏光メガネとを用いた簡易な構成で３次元表示することができ
る。このようなことから、パッシブ方式の液晶表示装置は今後の３次元表示装置の中心的
存在となるものとして非常に注目されている。
【０００５】
　ところでパッシブ方式に係るパターン位相差フィルムは、画素の割り当てに対応して透
過光に位相差を与えるパターン状の位相差層が必要である。このパターン位相差フィルム
は、まだ広く研究、開発が行われておらず、標準的な技術としても確立されているものが
ないのが現状である。
【０００６】
　このパターン位相差フィルムに関して、特許文献１には、配向規制力を制御した光配向
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膜をガラス基板上に形成し、この光配向膜により液晶の配列をパターニングする作成方法
が開示されている。しかしながらこの特許文献１に開示の方法は、ガラス基板を使用する
ことが必要であることから、パターン位相差フィルムが高価になり、大面積のものを大量
生産し難い問題がある。
【０００７】
　またパターン位相差フィルムに関して、特許文献２には、レーザーの照射によりロール
版の周囲に微細な凹凸形状を形成し、この凹凸形状を転写してパターン状に配向規制力を
制御した光配向膜を作成する方法が開示されている。この特許文献２に開示の方法では、
レーザーの走査によりロール版の全周に漏れ無くレーザーを照射することが必要である。
従ってロール版の作成に時間を要する問題がある。また高価なレーザー加工装置を使用し
なければならない問題もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－４９８６５号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５２２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、パッシブ方式による３次元画像
表示に適用するパターン位相差フィルムに関して、容易かつ大量に作成することができる
パターン位相差フィルムの作成方法、パターン位相差フィルム作成用金型の作成方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意研究を重ね、母材の表面に、シート状のマ
スクを配置してラビング処理した後、母材に対してこのマスクをシフトさせてラビング処
理を繰り返す、との着想に至り、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　具体的には、本発明では、以下のようなものを提供する。
【００１２】
　（１）　転写用金型に形成された凹凸形状を透明のシート材に転写して配向膜を形成す
るパターン位相差フィルムの作成方法において、前記パターン位相差フィルムは、前記配
向膜のパターニングにより、右目用の透過光に、対応する位相差を与える右目用の領域と
、左目用の透過光に、対応する位相差を与える左目用の領域とが、それぞれ帯状に順次交
互に形成され、前記転写用金型は、母材の表面に前記凹凸形状が形成されて作成され、前
記パターン位相差フィルムの作成方法は、前記右目用又は左目用の領域の幅によるスリッ
トが、前記スリットの幅方向に繰り返し作成されているシート状のマスクを、前記母材の
表面に配置してラビング処理し、前記右目用又は左目用の領域に対応する凹凸形状を前記
母材に作成する第１のラビング処理工程と、前記スリットの幅だけ、前記マスクを前記ス
リットの幅方向にシフトさせるシフト工程と、前記シフト工程による配置により、前記第
１のラビング処理工程におけるラビング処理とは直交する方向に、前記母材をラビング処
理し、前記左目用の領域又は前記右目用の領域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する
第２のラビング処理工程とを備えることを特徴とするパターン位相差フィルムの作成方法
。
【００１３】
　（２）　前記マスクは、前記スリットの長手方向に、繰り返し作成され、前記第１のラ
ビング処理工程は、前記母材に前記マスクを配置してラビング処理した後、前記スリット
の長手方向に前記マスクをシフトさせてラビング処理し、前記第２のラビング処理工程は
、前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理工程におけるラビング処理
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とは直交する方向に、前記母材をラビング処理した後、前記スリットの長手方向に前記マ
スクをシフトさせてラビング処理することを特徴とする（１）に記載のパターン位相差フ
ィルムの作成方法。
【００１４】
　（３）　表面に形成された凹凸形状の透明シート材への転写によりパターン位相差フィ
ルムの配向膜を作成するパターン位相差フィルム作成用金型の作成方法であって、前記パ
ターン位相差フィルムは、前記配向膜のパターニングにより、右目用の透過光に、対応す
る位相差を与える右目用の領域と、左目用の透過光に、対応する位相差を与える左目用の
領域とが、それぞれ帯状に順次交互に形成され、前記パターン位相差フィルム作成用金型
は、母材の表面に前記凹凸形状が形成されて作成され、前記パターン位相差フィルム作成
用金型の作成方法は、前記右目用又は左目用の領域の幅によるスリットが、前記スリット
の幅方向に繰り返し作成されているシート状のマスクを、前記母材の表面に貼り付けてラ
ビング処理し、前記右目用又は左目用の領域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する第
１のラビング処理工程と、前記スリットの幅だけ、前記マスクを前記スリットの幅方向に
シフトさせるシフト工程と、前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理
工程におけるラビング処理とは直交する方向に、前記母材をラビング処理し、前記左目用
の領域又は前記右目用の領域に対応する凹凸形状を前記母材に作成する第２のラビング処
理工程とを備えることを特徴とするパターン位相差フィルム作成用金型の作成方法。
【００１５】
　（４）　前記マスクは、前記スリットの長手方向に、繰り返し作成され、前記第１のラ
ビング処理工程は、前記母材に前記マスクを貼り付けてラビング処理した後、前記スリッ
トの長手方向に前記マスクをシフトさせてラビング処理し、前記第２のラビング処理工程
は、前記シフト工程による配置により、前記第１のラビング処理工程におけるラビング処
理とは直交する方向に、前記母材をラビング処理した後、前記スリットの長手方向に前記
マスクをシフトさせてラビング処理することを特徴とする（３）に記載のパターン位相差
フィルム作成用金型の作成方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ロール版の作成に適用することが可能であって、かつ高価な装置を使
用しなくても、短時間で転写用の金型を作成することができる。従ってパッシブ方式によ
る３次元画像表示に適用するパターン位相差フィルムを容易かつ大量に作成することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパターン位相差フィルムを示す図である。
【図２】図１のパターン位相差フィルムの製造装置を示す図である。
【図３】図２の製造装置におけるロール版を示す図である。
【図４】図３のロール版の作成方法を示すフローチャートである。
【図５】マスクを示す平面図である。
【図６】母材へのマスクの配置を示す図である。
【図７】マスクのシフトの説明に供する図である。
【図８】パッシブ方式による３次元画像表示の説明に供する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態に係るパターン位相差フィルムを示す図である。パター
ン位相差フィルム１は、透明シート材による基材２に配向膜３、位相差層４が順次作成さ
れる。パターン位相差フィルム１は、位相差層４が液晶材料により形成され、この液晶材
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料の配向を配向膜３の配向規制力によりパターニングする。なおこの液晶分子の配向を図
１では細長い楕円により示す。このパターニングにより、パターン位相差フィルム１は、
液晶表示パネルにおける画素の割り当てに対応して、一定の幅により、右目用の領域Ａと
、左目用の領域Ｂとが順次交互に帯状に形成され、右目用及び左目用の画素からの出射光
にそれぞれ対応する位相差を与える。
【００２０】
　パターン位相差フィルム１は、基材２の表面に紫外線硬化樹脂５が塗布された後、この
紫外線硬化樹脂５の表面に微細な凹凸形状が形成され、これにより紫外線硬化樹脂を介し
て基材２の表面に凹凸形状が形成される。パターン位相差フィルム１は、この紫外線硬化
樹脂５の表面の凹凸形状により配向膜３が形成される。この凹凸形状は、一方向に延長す
る多数のすじによるすじ状模様により形成され、各すじの延長方向が、配向膜３近傍にお
ける液晶材料の配向方向と一致する一方向に設定される。従ってこの紫外線硬化樹脂５の
表面に形成される凹凸形状は、このすじの延長方向が、右目用及び左目用の領域Ａ及びＢ
で、９０度異なる方向となるように、かつ各領域の延長方向に対して４５度傾くように形
成される。なおこの各領域の延長方向に対する傾きにあっては、基材２のリタデーション
が無視できない程度に大きい場合には、リタデーション値に応じて、適宜、増減される。
【００２１】
　図２は、このパターン位相差フィルム１の製造装置を示す略線図である。この製造装置
１０は、基材２がロールにより提供され、この基材２を供給リール１１から供給する。製
造装置１０は、ダイ１２によりこの基材２に紫外線硬化樹脂を塗布する。この製造装置１
０において、ロール版１３は、パターン位相差フィルム１の配向膜３に係る凹凸形状が周
囲に形成された円筒形状の金型である。製造装置１０は、紫外線硬化樹脂が塗布されてな
る基材２を加圧ローラ１４によりロール版１３に押圧し、紫外線照射装置１５による紫外
線の照射により紫外線硬化樹脂を硬化させる。これにより製造装置１０は、ロール版１３
に形成された凹凸形状を基材２に転写する。その後、剥離ローラ１６によりロール版１３
から基材２を剥離し、ダイ１９により液晶材料を塗布する。またその後、紫外線照射装置
１７による紫外線の照射により液晶材料を硬化させた後、巻き取りリール１８に巻き取る
。パターン位相差フィルム１は、この巻き取りリール１８に巻き取ったシート材に、必要
に応じて粘着層、反射防止層等を形成した後、所望の大きさに切断して作成される。これ
によりパターン位相差フィルム１では、ロール版１３を用いた凹凸形状の転写により、ロ
ールにより提供される基材２を連続して処理して効率良く作成される。
【００２２】
　図３は、ロール版１３を示す斜視図である。ロール版１３は、中心軸方向に、パターン
位相差フィルム１の右目用の領域Ａ及び左目用の領域Ｂにそれぞれ対応するリング状の領
域ＷＡ、ＷＢが順次交互に形成される。また各領域ＷＡ、ＷＢには、それぞれ対応する凹
凸形状が形成される。
【００２３】
　図４は、このロール版１３の製造工程の説明に供するフローチャートである。ロール版
１３は、母材の周囲に、シート状のマスクを巻き付けてラビングを繰り返すことにより作
成される。このためこの製造工程では、初めに、ロール版１３の母材にマスクがセットさ
れる（ステップＳＰ１－ＳＰ２）。
【００２４】
　ここでロール版１３は、周囲を研磨した銅による円筒形状のベース材に、ニッケル膜を
成膜して母材２１が形成される。なおニッケル膜にリンを含有させると共に、凹凸形状を
作成した後に、熱処理による後処理を適用して、表面の硬度を向上させるようにしても良
い。またニッケルに代えてクロム、チタン等を適用しても良く、さらにはポリイミドを適
用しても良い。
【００２５】
　図５は、マスクを示す平面図である。マスク２２は、母材２１の側面を囲む大きさに全
体が設定され、ストライプ状にスリットが形成される。ここでパターン位相差フィルム１
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は、右目用の領域Ａ及び左目用の領域Ｂが同一幅Ｗにより密接して順次作成されており、
これに対応してマスク２２は、幅Ｗによるスリット２２Ａが、間隔Ｗだけ間をあけて、ロ
ール版１３の軸方向に対応するスリット２２Ａの幅方向に繰り返し形成される。またマス
ク２２は、スリット２２Ａの長さＬが、ロール版１３の周囲の長さに比して充分に短い長
さに設定され、所定間隔だけ間を空けて、スリット２２Ａがその長さ方向に繰り返し形成
される。また偶数列と奇数列とでほぼＬ／２だけ長さ方向にシフトしてスリット２２Ａが
配置され、これによりスリット２２Ａが千鳥に配置される。この間隔を空けたスリット２
２Ａの長さ方向の配置により、またスリット２２Ａの千鳥の配置により、一連のラビング
の処理において、マスク２２に充分な強度を確保し、精度よく凹凸形状を作成することが
できる。なおマスク２２は、ステンレス材、アルミニウム材等によるシート材をエッチン
グ処理等して作成することができる。
【００２６】
　図６に示すように、この工程では、スリット２２Ａの延長方向が、母材２１の円周方向
となるように、母材２１の周囲にマスク２２を貼り付けて配置する。続いてラビング処理
用のロール等を用いて、母材２１の全面をラビング処理する（図４、ステップＳＰ３）。
これによりこの工程は、パターン位相差フィルム１に設ける右目用の領域Ａ及び左目用の
領域Ｂのうちの１方の領域について、ロール版１３の対応する領域の一部にラビング処理
による凹凸形状を部分的に形成する。なおこの図６においては、このラビング処理により
作成される凹凸形状の延長方向を矢印Ａにより示す。またこの図６においては、図７との
対比により、後述するマスク２２のシフトを明確にするように、マスク２２を幅狭に強調
して示す。
【００２７】
　続いてこの工程では、スリット２２Ａの延長方向にマスク２２をＬ／２だけシフトさせ
、ラビング処理を再度実行する（ステップＳＰ４－ＳＰ５）。これによりこの工程は、パ
ターン位相差フィルム１に設ける右目用の領域Ａ及び左目用の領域Ｂのうちの１方の領域
について、当初のラビング処理で残る領域をラビング処理し、この１方の領域に対応する
全ての領域に凹凸形状を形成する。
【００２８】
　続いてこの工程では、スリット２２Ａの幅方向にマスク２２をＷだけシフトさせ、ラビ
ング処理し、これにより図７において矢印Ｂにより示すように、先の１方の領域とは直交
する方向に凹凸形状が連続するように凹凸形状を作成する（ステップＳＰ６ーＳＰ７）。
また続いてスリット２２Ａの延長方向にマスク２２をＬ／２だけシフトさせ、ラビング処
理を再度実行する（ステップＳＰ８ーＳＰ９）。これによりこの工程は、ロール版１３の
残りの領域に凹凸形状を形成する。
【００２９】
　これによりこの実施の形態では、１つのマスクを使用したラビング処理の繰り返しによ
り、簡易かつ短時間でロール版の凹凸形状を作成することができる。従ってこのロール版
の使用により、従来に比してパターン位相差フィルムを容易かつ大量に作製することがで
きる。
【００３０】
　またスリットを長手方向に繰り返し作成するようにして、この長手方向にもマスクをシ
フトさせてラビングを繰り返すことにより、マスクの強度を充分に確保して、精度の高い
ラビング処理を繰り返すことができる。
【００３１】
　〔他の実施の形態〕
　以上、本発明の実施に好適な具体的な構成を詳述したが、本発明は、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲で、上述の実施の形態の構成を種々に変更することができる。
【００３２】
　すなわち上述の実施の形態では、幅Ｗのスリットを、間隔Ｗだけ間を空けて、その幅方
向に繰り返し作成してマスクを作成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
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に繰り返しスリットを作成してマスクとしても良い。なおこの場合、間隔を大きくした分
だけ、幅方向のシフトを繰り返して、ラビング処理することが必要になる。
【００３３】
　また上述の実施の形態では、スリットを千鳥に配置する場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、実用上充分にスリットの変形等を防止できる場合には、千鳥の配置を省
略してスリットを整列させて配置しても良い。
【００３４】
　また上述の実施の形態では、円筒形状による母材を加工してロール版を作成する場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、円柱形状による母材を加工してロール版を作成
しても良い。
【００３５】
　また上述の実施形態では、母材の側面を囲む大きさによりマスクを作成する場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、各辺の長さを母材の全長及び又は円周長より短い長
さに設定して、マスクを小型化しても良い。但しこの場合は、マスクを小型化した分だけ
、マスクをシフトさせてロール版に係るラビン処理を繰り返すことが必要になる。
【００３６】
　また上述の実施の形態では、ロール版の外周に、リング状に、右目用の領域に係る凹凸
形状の領域、左目用の領域に係る凹凸形状の領域を順次作製する場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、これと直交する方向である軸方向に延長するように、各凹凸形状
の領域を形成するようにしても良い。なおこの場合に、母材に配置するマスクの向きを変
更して対応することもできる。
【００３７】
　また上述の実施の形態では、ロール版を使用して連続して凹凸形状を転写する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、平板を使用する場合にも広く適用することができ
る。
【００３８】
　また上述の実施の形態では、液晶表示パネルの使用を前提としたパターン位相差フィル
ムを作製する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、有機ＥＬパネル、プラズマ
ディスプレイパネルの使用を前提に、偏光フィルタを一体に設ける場合にも広く適用する
ことができる。
【符号の説明】
【００３９】
　１　パターン位相差フィルム
　２　基材
　３　配向膜
　４　位相差層
　５　紫外線硬化樹脂
　１０　製造装置
　１１　供給リール
　１２、１９　ダイ
　１３　ロール版
　１４　加圧ローラ
　１５、１７　紫外線照射装置
　１６　剥離ローラ
　１８　巻き取りリール
　２１　母材
　２２　マスク
　２２Ａ　スリット
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